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令和２年（２０２０年）６月８日

総 務 委 員 会 資 料

総 務 部 危 機 管 理 課

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症対策等に関する各種会議の検討結果について、下記のとおり

報告する。

記

１ 新型インフルエンザ等対策本部の検討結果

第２回（４月２８日）

○区の医療・生活・経済対策として、以下の取組の実施を確認

・ＰＣＲ検査センターの設置

・自宅療養陽性者緊急支援（自宅療養セットの配布）

・私立保育園等感染拡大防止対策（手指消毒液等購入費の補助）

・在宅児童・生徒ＩＣＴ支援（オンライン学習のためのネットワーク環境等整備）

・区内中小企業等に向けた利子補給付き資金融資の継続実施

○高齢者の特殊詐欺被害防止のため、注意喚起チラシの郵送を確認

○中野・野方両消防署より、新型コロナウイルスに感染した方の搬送状況について報告

２ 健康危機管理対策本部の検討結果

第２２回（４月１０日）

・国の緊急事態宣言発令に伴い、認可保育所や区立保育室、学童クラブ等について５

月６日まで休業とすることを確認

・外出自粛啓発について、防災行政無線や青色防犯パトロールカー等による広報の強

化を確認

・区職員の在宅勤務について、可能な所属から順次開始することを確認

第２３回（４月１４日）

・各部の対応状況を報告

・公園の大型遊具を使用禁止とすることを確認

第２４回（４月１６日）

・区立小・中学校や地域子ども施設の臨時休業における４月２０日以降の対応につい

て確認

第２５回（４月２１日）

・外出自粛等広報について、一層強化することを確認

・各部の対応状況を報告

第２６回（４月２８日）

・大型連休明け以降の区立施設等の休業延長を確認

・区役所本庁舎出入口に赤外線サーモグラフィカメラを設置し、５月１１日から来庁

者及び職員の検温を実施することを確認
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第２７回（５月１日）

・国の緊急事態宣言が大型連休中に延長された場合、区立小・中学校等の臨時休業を

５月末まで延長し、即時に周知することを確認

第２８回（５月７日）

・特別定額給付金に関係した特殊詐欺被害防止のため、給付申請書を郵送する際に注

意喚起チラシを同封することを確認

・特別定額給付金の給付に関するスケジュール等について確認

３ 危機管理等対策会議の検討結果

新型コロナウイルス感染症対策が長期化する中、より広範囲の内容についての庁内

調整を行うことが必要となり、区が一体となって的確に対応する体制とするため、健

康危機管理対策本部（健康福祉部所管）から中野区危機管理等対策会議（総務部所管

）へ移行した。

第１回（５月１５日）

・区内の感染状況に関して報告

・特別定額給付金の支給に関する郵送による申請書（約２１万通）を、５月１５日に

第１回目（約４万通）の発送を実施し、今後順次発送していくことを報告

・区としての経済政策を検討していくことを確認

・区が主催するイベントについて、一定の考え方を示し、各部が開催を判断していく

ことを確認

第２回（５月２２日）

・東京都が公表した「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」

の内容を確認

・中野区での PCR 検査の状況について報告

・５月１９日までに中野区内への特別定額給付金申請書の発送を完了したことを報告

・緊急経済対策等については引き続き実施内容を検討していくことを確認

・５月中に緊急事態宣言が解除された場合の、区有施設の対応について方針を確認

・区立小・中学校、区立幼稚園については、６月１日より段階的に再開する予定であ

り、学童クラブについても、学校に準じて順次再開をすることを確認

・区役所本庁舎への来庁者等の検温等の期間延長について、現在、多くの方が来庁さ

れていることから、６月３０日まで期間を延長することを確認

第３回（５月２５日）

・施設の休業等について、緊急事態宣言が解除となった場合に再開可能となる施設に

ついては、可能な限り早い時期の再開について検討することを確認

・施設の再開にあたって、感染防止対策については各施設管理者が関係部署と調整し

て策定していくことを確認

・区有施設の再開にあたっては、東京都のロードマップを参考にし区としての再開の

考え方を検討していくことを確認


